
-1- 

 

第２次長門市特定事業主行動計画 

（前期：平成２７年度～平成３１年度） 

～職員の子育て参加プログラム～ 

 

はじめに 

 

平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、国、地方公共団体

及び事業主が行動計画を策定することを通じて、次世代育成支援対策の推進を図っ

てきました。しかしながら、現在、依然として少子化の流れが変わり、子どもが健

やかに生まれ育成される社会が実現したとまでは言えず、次世代育成支援対策の取

組をさらに充実していく必要があります。このため、「次世代育成支援対策推進法」

の有効期限を１０年間延長するなどの改正が行われました。 

本市においては、行政機関の立場から地域における次世代育成支援対策を基に、

職員の子どもたちの健やかな育成を図るという、一事業主としての役割を果たして

いかなければなりません。 

このような、観点から、職員が仕事と家庭生活の調和を図ることが出来るような

職場環境を整えるための計画として、「長門市特定事業主行動計画」を策定しまし

た。 

本行動計画には、子育てをしやすい職場環境づくりを進めるための様々な方策や

目標を定めていますが、真の目標は、行動計画の実践を通じて、職員一人ひとりが

「次代を担う子どもたちの健やかな誕生とその育成の必要性を理解し、助け合って

いく」という意識を持つことだと考えています。 

男性も女性も、また子どものいる、いないに関わらず、職員一人ひとりがこの計

画を自分のこととして捉え、お互いに助け合い支えあう子育て支援のネットワーク

をそれぞれの職場で確立し、その成果が地域社会にも広がっていくことを期待しま

す。 

 

 平成２７年４月 

 

                    長門市長 

                    長門市議会議長 

                    長門市教育委員会 

                    長門市選挙管理委員会 

                    長門市代表監査委員 

                    長門市農業委員会 

                    長門市消防本部消防長 

                    長門市水道事業管理者 
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Ⅰ 総論 

 

１ 目的 

 行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての

両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的

かつ着実に推進するため、本行動計画を策定し公表します。 

 

２ 計画期間 

 次世代育成支援対策推進法は平成２７年度から平成３６年度までの１０年間の時

限法ですが、このプログラムは、その前半の期間である平成２７年４月１日から平

成３２年３月３１日までの５年間とします。 

 

３ 計画の推進体制 

(1) 行動計画推進委員会の設置 

  次世代育成支援対策を効果的に推進していくため、各部局における人事担当者

等を構成員とした行動計画推進委員会を設置します。 

 

(2) 行動計画の周知徹底 

  啓発資料の作成、配付及び管理職や職員に対する研修・講習、情報提供等を実

施することにより、行動計画の周知徹底を図ります。 

 

(3) 行動計画の実施及び見直し 

  本計画の実施状況については、年度ごとに、行動計画推進委員会において実施

状況と効果や職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施及び計画の見直し等

を図ります。 
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Ⅱ 具体的な内容 

 

１ 職員の勤務環境に関するもの 

(1) 妊娠中及び出産後における配慮 

妊娠中及び出産後１年未満の職員は、母性保護及び母性健康管理の観点から特

別休暇制度があり、これの周知のほか、深夜勤務及び時間外勤務の制限など職場

環境の整備を図ります。 

平成２７年度からの行動内容 

① 母性保護及び母性健康管理を適切に行うため、妊娠や出産に関する特別

休暇制度等諸制度についての情報を提供し周知します。 

② 妊娠中及び出産後１年未満の職員の健康や安全に配慮するため、できる

限り超過勤務をしないような業務分担の見直しを図ります。 

③ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、原則として超過勤務を命

じないようにします。 

④ 妊娠中の職員の健康に配慮した職場環境の整備を図ります。 

 

 (2) 男性の子育て目的の休暇等の取得促進 

   父親となる男性職員が出産をサポートすることは、家族の中で支え合う育児

の第一歩となります。育児には、職場のサポートも必要となります。職場全体

で職員の子育てにおける休暇を取得しやすい環境をつくっていきます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 子どもの出生時等における男性職員の特別休暇制度の周知徹底と取得

促進を図ります。 

② 子どもの出生後における男性職員の年次休暇の取得促進について周知

徹底を図ります。 

③ 子どもの出生後における男性職員の休暇が取得しやすい職場を目指

し、管理職員等の研修時に周知を図ります。 

 

 (3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

 育児休業、育児短時間勤務又は育児のための部分休業の取得を希望する職員

について、その円滑な取得の促進等を図るための環境をつくっていきます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 男性も育児休業、育児短時間勤務又は育児時間を取得できることにつ

いての周知等、男性の育児休業等の取得促進を図ります。 

② 育児休業等の制度の趣旨及び内容や休業期間中の育児休業手当金の支

給等の経済的な支援措置について周知を図ります。 
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③ 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の制度や「育児休業等を取得

することのメリット」の内容を職員に周知するとともに、育児休業等の

取得を希望する職員の不安の軽減を図ります。 

④ 育児休業、育児短時間勤務又は育児時間に対する職場の意識改革を進

め、育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成を図ります。 

⑤ 育児休業を取得している職員が円滑に職場に復帰できるよう、休業中

の職員に対する業務に関する情報提供・能力開発を行うとともに、職場

復帰に際して研修その他の必要な支援を行います。 

⑥ 職員から育児休業及び育児短時間勤務の請求があった場合に、職員の

配置など代替職員の確保に努めます。 

⑦ 子育てを行う女性職員の活躍推進に向けて、次のような取組を行いま

す。 

（ア）女性職員を対象とした取組 

・育児休業を取得する女性職員等に対する適切なキャリア形成支援に

努めます。 

・育児休業中の職員に対する情報提供・能力開発などの円滑な職場復

帰の支援等による両立支援制度を利用しやすい環境の整備を図りま

す。 

・管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修など女性職

員のキャリア形成のための支援に努めます。 

（イ）管理職等を対象とした取組 

・職域拡大等による女性職員への多様な職務機会の付与に努めます。 

・育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用に努めます。 

 

 以上のような取り組みを通じて、育児休業等の取得率として、 

男性職員 ５％ 

女性職員 ９０％以上 

を目指します。  
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 (4) 職員の超過勤務の縮減について 

超過勤務を減らすために効果的と思われる方法として、「事務の簡素化、合理

化」が最も多く、以下「個々の職員の心がけ」、「超過勤務を減らす、職場全体

の雰囲気づくり」などが考えられますが、超過勤務の縮減を全庁的に取り組む必

要があります。また、小学校就学始期に達する子どものいる職員に対し、仕事と

子育ての両立を支援するため、深夜勤務及び超過勤務を制限する制度を周知して

いきます。  

平成２７年度からの行動内容 

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過

勤務を制限する制度の周知徹底を図ります。 

② 毎月第 2 金曜日をスイッチオフデーとしており、当日は超過勤務を行

わないという、日頃から所属内において意識啓発等の徹底に努めます。 

③ 管理職の巡回指導による定時退庁の徹底を図り、退庁しやすい職場環

境づくりに努めます。 

④ 新たに行事等を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十

分検討の上実施することとし、効率的な事務遂行に努めます。 

⑤ 人事担当課等は、課（係）ごとの時間外勤務の状況を把握し、時間外

勤務の多い課（係）の管理職員に対し注意を喚起し、超過勤務に関する

認識の徹底を図ります。 

⑥ 会議・打合せの開催通知については、極力メールや電子掲示板を活用

し、会議資料の事前配付等により、会議時間を短時間で効率よく行うよ

う努めます。 

 

 以上のような取り組みを通じて、各職員の１年間の時間外勤務時間数について、

上限３６０時間を目標に超過勤務の縮減に努めます。 

 

 (5) 休暇の取得促進について 

休暇の取得を促進するため、職員の休暇に対する意識の改革を図るとともに、

職場における休暇の取得を容易にするため、次に掲げる措置を実施する。 

 

平成２７年度からの行動内容 

① 職員の計画的な年次休暇の取得促進を図るために、啓発を通じ職場の

意識改革に努めます。 

② 子育てなどのために、月１日の年次休暇の取得促進を図ります。 

③ 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、職場（課等）内におい

て相互応援ができる体制づくりに努めます。 
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④ 夏季厚生休暇以外に期間中 3 日間の年次休暇の計画的使用を行うもの

とします。 

⑤ 休日や週休日と合わせて休暇を取得するなど連続休暇の取得促進を図

ります。 

⑥ ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議の自粛を行います。 

⑦ 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知し、子どもが病気の際には休暇

を取得できるよう職場の意識改革を図ります。 

⑧ 子どもに関する行事等には、年次休暇が取得しやすい環境づくりと取

得促進を図ります。 

 

  以上のような取り組みを通じて、職員１人当たりの年次休暇の平均取得日数

を計画策定年比で１０％の増加に努めます。 

 

 (6) 転勤等における配慮 

   市外に勤務地が変更になるなど人事交流の拡大に伴い、子どもを持つ職員の

勤務先等の希望の有無など自己申告書を通じ把握し、できる限り配慮していき

ます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 職員が子どもの養育のために勤務地の変更等を強く希望する旨、自己

申告書に記載した場合には、状況等を把握した上で、必要と認める場合

は、できる限り配慮します。 

 

 (7) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み 

   母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限などの制度についての正しい知

識を持ち、職員への制度の積極的な利用を働きかけるとともに、職場優先の環

境や固定的な性別役割分担意識の是正を進めていきます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 各年齢層に対して、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識をな

くすよう研修を通じた意識啓発に努めます。  

② セクシュアルハラスメント防止のための情報提供や意識啓発に努めま

す。 

 

(8) 人事評価への反映 

仕事と生活の調和の推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境

づくりに向けて採られた行動については、人事評価において適切に評価できる制

度を整えます。 
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２ その他の次世代育成支援対策に関するもの 

(1) 子育てバリアフリー 

   来客者の多い本庁や施設において、乳幼児と一緒に安心して利用できるベビ

ーベッドの設置を計画していきます。 

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、子どもを見守るあたたかな

気持ちや、子育てに向きあう親を応援する気持ちを持つなど親切、丁寧な応対

に心がけ、ソフト面での子育てバリアフリーの取り組みを推進します。 

平成２７年度からの行動内容 

① 施設利用者等の実情を勘案しながら、子育てに配慮したトイレやベビ

ーベッドの設置等を適切に行う。 

② 子育てバリアフリーを推進するための接遇研修等の充実を図ります。 

 

(2) 子ども・子育てに関する地域貢献活動の支援 

   子どもが参加する地域活動や学習会等の行事において、子育てに役立つ知識

や特技等を持ち、地域の子育て活動に意欲のある職員は、業務に支障のない範

囲で、積極的に参加できる環境を整えます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 地域において、子どもの健全育成、疾患・障害を持つ子どもの支援、

子育て家庭の支援等を行う NPOや地域団体等について、その活動への職

員の積極的な参加を支援します。 

② 子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、職場見学を実施

すること、子どもが参加する地域の行事・活動に庁舎内施設やその敷地

を提供すること、各種学習会等の講師、ボランティアリーダー等として

職員の積極的な参加を支援すること等に努めます。 

③ 子どもを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への職員の積極

的な参加を支援するとともに、公務に関し自動車の運転を行う者に対す

る交通安全教育等の交通安全に必要な措置を行います。 

④ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等

の自主防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援のためのボランティア活

動等への職員の積極的な参加を支援します。 

 

 (3) 子どもとふれあう機会の充実 

運動会等のレクリエーション活動の実施に当たっては、子どもを含めた家族全

員が参加できる環境を整えます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 運動会等のレクリエーション活動の実施に当たっては、子どもを含め

た家族全員が参加できる環境づくりに努めます。 



-8- 

 

（4）学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 

家庭教育への理解を深めるため、職員に対し、家庭における子育てやしつけ等

の家庭教育に関する講座・講習会等についての情報を提供するとともに参加を促

進していきます。 

平成２７年度からの行動内容 

① 職員に対し、家庭における子育てやしつけ等の家庭教育に関する講

座・講習会等への参加の促進を図ります。 

 

おわりに 

このプログラムを実施することによって、職員みんなで支え合う育児の重要性を

強く認識し、その結果、地域社会においても、次代を担う子どもたちが健やかに生

まれ、育てられる環境が整備されるよう、今まで以上に職員が貢献できることを期

待しています。 

 


